
申
告
期
限
は
３
月
₁₅
日
ま
で
！
期
限
内
に
申
告
を

市
・
県
民
税
の
申
告
の
ご
案
内

　
市
・
県
民
税
の
申
告
受
付
日
程
・
会
場
を
左
表
の
と
お
り
ご
案
内
し
ま
す
。
混
雑
緩
和
の
た

め
、
地
区
指
定
日
で
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
平
成
27
年
分
所
得
税
の
確
定
申
告
の
日
程
な
ど
は
、
広
報
か
が
や
き
１
月
号
又
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
／
市
民
税
課
普
通
徴
収
担
当
・
特
別
徴
収
担
当
（
内
線
２
２
５
４
〜
２
２
５
７
）

◆市・県民税の申告受付日程（受付時間＝9時～15時30分）
と　き 申告会場 地　　　区
２月23日㈫ 川 里 生 涯

学習センター
広田、北根、赤城、赤城台

２月24日㈬ 関新田、新井、境、上会下、屈巣
２月25日㈭

吹 上 生 涯
学習センター

吹上、吹上富士見
２月26日㈮ 筑波、吹上本町、南
２月29日㈪ 大芦、下忍
３月１日㈫ 北新宿、新宿、鎌塚
３月２日㈬ 榎戸、荊原、袋、前砂、明用、三町免、小谷

３月４日㈮ 田 間 宮 生 涯
学習センター

大間、北中野、登戸、宮前、糠田、堤町、緑町、
幸町

３月８日㈫ 箕 田 公 民 館 箕田、すみれ野、中井、三ツ木、愛の町、川面、
寺谷、稲荷町、赤見台

３月９日㈬ あたご公民館 原馬室、滝馬室、小松、松原、氷川町
３月11日㈮

ク レ ア
こ う の す

人形、本町、本宮町、雷電、富士見町、栄町

３月14日㈪
鴻巣、上・下生出塚、中央、ひばり野、生出塚、
市ノ縄、八幡田、笠原、郷地、安養寺、常光、
下谷、上谷、西中曽根

３月15日㈫ 加美、宮地、東、天神、神明、逆川

※期間中、市民税課及び支所窓口での受付は行いません。各施設の駐車場は、台数に限り
があるため利用できない場合がありますので、ご了承ください

な
く
次
の
事
項
に
該
当
す
る
方

○
公
的
年
金
等
の
収
入
以
外
の
各

種
所
得
が
あ
る
方

○
「
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収

票
」に
記
載
さ
れ
て
い
る
控
除（
天

引
き
さ
れ
て
い
る
社
会
保
険
料
控

除
や
配
偶
者
控
除
、
扶
養
控
除
、

寡
婦
・
寡
夫
な
ど
）
以
外
の
各
種

控
除
（
医
療
費
、
生
命
保
険
料
、

寄
附
金
（
注
）
な
ど
）
を
受
け
る

方④
原
稿
料
、
報
酬
、
公
的
年
金
以

外
の
年
金
、
保
険
の
満
期
返
戻
金

な
ど
の
雑
所
得
や
一
時
所
得
の
あ

る
方

⑤
無
収
入
の
方
な
ど

（
注
）ふ
る
さ
と
納
税
ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
特
例
制
度
を
さ
れ
る
方
を
除
く

　
前
記
の
①
～
⑤
に
該
当
す
る
方
で

あ
っ
て
も
、
次
の
項
目
に
該
当
す
る

方
は
、
申
告
不
要
と
な
り
ま
す
。

○
公
的
年
金
等
の
収
入
の
み
で
、

昭
和
26
年
１
月
１
日
以
前
生
ま
れ

で
年
金
収
入
が
、
１
４
８
万
円
以

下
の
方
、
又
は
昭
和
26
年
１
月
２

日
以
降
生
ま
れ
で
年
金
収
入
が
98

万
円
以
下
の
、
被
扶
養
者
が
い
な

い
方

○
源
泉
徴
収
票
に
記
載
の
あ
る
控

除
以
外
に
控
除
の
追
加
が
な
く
、

他
に
所
得
が
な
い
方

○
確
定
申
告
書
を
提
出
さ
れ
た
方

○
市
・
県
民
税
の
住
宅
借
入
金
等

特
別
税
額
控
除
の
適
用
（
平
成
18

年
末
ま
で
に
入
居
し
た
方
に
対
す

る
従
来
の
税
源
移
譲
に
伴
う
住
宅

ロ
ー
ン
控
除
の
方
も
含
む
）
が
あ

り
、
所
得
税
の
確
定
申
告
又
は
給

与
収
入
の
方
で
年
末
調
整
を
受
け

た
方

○
市
内
在
住
の
家
族
に
扶
養
さ

れ
、
扶
養
し
て
い
る
方
の
申
告
又

は
年
末
調
整
で
扶
養
親
族
と
し
て

申
告
し
て
あ
る
方

※
申
告
不
要
の
用
件
に
該
当
す
る

場
合
で
あ
っ
て
も
、
保
育
所
入

所
・
公
営
住
宅
入
居
・
介
護
保
険

や
事
業
資
金
な
ど
の
申
請
に
必
要

な
所
得
証
明
書
等
の
各
種
証
明
書

を
要
す
る
方
、
児
童
扶
養
手
当
・

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制

度
を
受
け
る
方
、
福
祉
・
国
民
健

康
保
険
税
関
係
の
軽
減
措
置
や
高

額
療
養
費
の
給
付
を
受
け
る
方
は

申
告
が
必
要
で
す

申
告
書
の
送
付
／
前
年
の
状
況
を

も
と
に
、
市
・
県
民
税
の
申
告
が

必
要
と
認
め
ら
れ
る
方
へ
申
告
書

類
（
市
民
税
課
・
両
支
所
及
び

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
あ
り
ま

す
）
を
１
月
25
日
㈪
に
郵
送
し
て

い
ま
す

対
象
／
平
成
28
年
１
月
１
日
現
在

で
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
平
成
27

年
１
月
１
日
～
12
月
31
日
の
収
入

状
況
が
次
の
①
～
⑤
の
い
ず
れ
か

に
該
当
し
、
所
得
税
の
確
定
申
告

の
必
要
な
い
方

①
営
業
・
農
業
・
不
動
産
の
所
得

の
あ
る
方

②
給
与
所
得
者
で
次
の
事
項
に
該

当
す
る
方

○
勤
務
先
か
ら
市
役
所
に
給
与
支

払
報
告
書
の
提
出
が
な
い
方

○
主
た
る
給
与
所
得
以
外
に
20
万

円
以
下
の
各
種
所
得
が
あ
る
方

○
寡
婦
（
寡
夫
）、
医
療
費
、
寄

附
金
（
注
）
な
ど
の
控
除
を
受
け

る
方

③
公
的
年
金
等
の
収
入
が
４
０
０

万
円
以
下
で
確
定
申
告
の
必
要
が

市
・
県
民
税
の
申
告
が

必
要
な
方

郵
送
申
告
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

申
告
に
必
要
な
も
の

平成28年度

方

※申告が不要となっても、保育所入所・公営住宅入居・介護保険や事業資金等の申請に必要な所得証明書等の各種証明書を要する方、
　また、児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成制度を受ける方、福祉・国民健康保険税関係の軽減措置や高額療養費の給付を受ける
　方は申告が必要です

広報かがやき１
月号8ページの
「確定申告が必
要な方」に該当
しますか？

主たる給与以外
に年金・報酬な
どの所得があり
ましたか？

事業所得などがある方は市・県民税の申告が必要です。
ただし、収入が年金のみの方は社会保険料控除、生命
保険料控除など所得控除があれば市・県民税の申告
をしてください（ただし、昭和26年１月１日以前生まれは
148万円以下、昭和26年１月２日以降生まれは98万円
以下で、被扶養者がいない方は申告が不要です）

１月１日に居住していた
市町村にお問い合わせく
ださい（鴻巣市に市・
県民税の申告をする必
要はありません）

フローチャート

平成28年度 市・県民税の申告判定フローチャート
　このフローチャートは、市・県民税の申告が必要かどうかの簡易な目安です。当てはまらない場合もあ
りますので、ご不明な点は市民税課へお問い合わせください。
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◆市・県民税の申告受付日程（受付時間＝9時～15時30分）
と　き 申告会場 地　　　区
２月23日㈫ 川 里 生 涯

学習センター
広田、北根、赤城、赤城台

２月24日㈬ 関新田、新井、境、上会下、屈巣
２月25日㈭

吹 上 生 涯
学習センター

吹上、吹上富士見
２月26日㈮ 筑波、吹上本町、南
２月29日㈪ 大芦、下忍
３月１日㈫ 北新宿、新宿、鎌塚
３月２日㈬ 榎戸、荊原、袋、前砂、明用、三町免、小谷

３月４日㈮ 田 間 宮 生 涯
学習センター

大間、北中野、登戸、宮前、糠田、堤町、緑町、
幸町

３月８日㈫ 箕 田 公 民 館 箕田、すみれ野、中井、三ツ木、愛の町、川面、
寺谷、稲荷町、赤見台

３月９日㈬ あたご公民館 原馬室、滝馬室、小松、松原、氷川町
３月11日㈮

ク レ ア
こ う の す

人形、本町、本宮町、雷電、富士見町、栄町

３月14日㈪
鴻巣、上・下生出塚、中央、ひばり野、生出塚、
市ノ縄、八幡田、笠原、郷地、安養寺、常光、
下谷、上谷、西中曽根

３月15日㈫ 加美、宮地、東、天神、神明、逆川

※期間中、市民税課及び支所窓口での受付は行いません。各施設の駐車場は、台数に限り
があるため利用できない場合がありますので、ご了承ください

な
く
次
の
事
項
に
該
当
す
る
方

○
公
的
年
金
等
の
収
入
以
外
の
各

種
所
得
が
あ
る
方

○
「
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収

票
」に
記
載
さ
れ
て
い
る
控
除（
天

引
き
さ
れ
て
い
る
社
会
保
険
料
控

除
や
配
偶
者
控
除
、
扶
養
控
除
、

寡
婦
・
寡
夫
な
ど
）
以
外
の
各
種

控
除
（
医
療
費
、
生
命
保
険
料
、

寄
附
金
（
注
）
な
ど
）
を
受
け
る

方④
原
稿
料
、
報
酬
、
公
的
年
金
以

外
の
年
金
、
保
険
の
満
期
返
戻
金

な
ど
の
雑
所
得
や
一
時
所
得
の
あ

る
方

⑤
無
収
入
の
方
な
ど

（
注
）ふ
る
さ
と
納
税
ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
特
例
制
度
を
さ
れ
る
方
を
除
く

　
前
記
の
①
～
⑤
に
該
当
す
る
方
で

あ
っ
て
も
、
次
の
項
目
に
該
当
す
る

方
は
、
申
告
不
要
と
な
り
ま
す
。

○
公
的
年
金
等
の
収
入
の
み
で
、

昭
和
26
年
１
月
１
日
以
前
生
ま
れ

で
年
金
収
入
が
、
１
４
８
万
円
以

下
の
方
、
又
は
昭
和
26
年
１
月
２

日
以
降
生
ま
れ
で
年
金
収
入
が
98

万
円
以
下
の
、
被
扶
養
者
が
い
な

い
方

○
源
泉
徴
収
票
に
記
載
の
あ
る
控

除
以
外
に
控
除
の
追
加
が
な
く
、

他
に
所
得
が
な
い
方

○
確
定
申
告
書
を
提
出
さ
れ
た
方

○
市
・
県
民
税
の
住
宅
借
入
金
等

特
別
税
額
控
除
の
適
用
（
平
成
18

年
末
ま
で
に
入
居
し
た
方
に
対
す

る
従
来
の
税
源
移
譲
に
伴
う
住
宅

ロ
ー
ン
控
除
の
方
も
含
む
）
が
あ

り
、
所
得
税
の
確
定
申
告
又
は
給

与
収
入
の
方
で
年
末
調
整
を
受
け

た
方

○
市
内
在
住
の
家
族
に
扶
養
さ

れ
、
扶
養
し
て
い
る
方
の
申
告
又

は
年
末
調
整
で
扶
養
親
族
と
し
て

申
告
し
て
あ
る
方

※
申
告
不
要
の
用
件
に
該
当
す
る

場
合
で
あ
っ
て
も
、
保
育
所
入

所
・
公
営
住
宅
入
居
・
介
護
保
険

や
事
業
資
金
な
ど
の
申
請
に
必
要

な
所
得
証
明
書
等
の
各
種
証
明
書

を
要
す
る
方
、
児
童
扶
養
手
当
・

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制

度
を
受
け
る
方
、
福
祉
・
国
民
健

康
保
険
税
関
係
の
軽
減
措
置
や
高

額
療
養
費
の
給
付
を
受
け
る
方
は

申
告
が
必
要
で
す

申
告
書
の
送
付
／
前
年
の
状
況
を

も
と
に
、
市
・
県
民
税
の
申
告
が

必
要
と
認
め
ら
れ
る
方
へ
申
告
書

類
（
市
民
税
課
・
両
支
所
及
び

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
あ
り
ま

す
）
を
１
月
25
日
㈪
に
郵
送
し
て

い
ま
す

対
象
／
平
成
28
年
１
月
１
日
現
在

で
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
平
成
27

年
１
月
１
日
～
12
月
31
日
の
収
入

状
況
が
次
の
①
～
⑤
の
い
ず
れ
か

に
該
当
し
、
所
得
税
の
確
定
申
告

の
必
要
な
い
方

①
営
業
・
農
業
・
不
動
産
の
所
得

の
あ
る
方

②
給
与
所
得
者
で
次
の
事
項
に
該

当
す
る
方

○
勤
務
先
か
ら
市
役
所
に
給
与
支

払
報
告
書
の
提
出
が
な
い
方

○
主
た
る
給
与
所
得
以
外
に
20
万

円
以
下
の
各
種
所
得
が
あ
る
方

○
寡
婦
（
寡
夫
）、
医
療
費
、
寄

附
金
（
注
）
な
ど
の
控
除
を
受
け

る
方

③
公
的
年
金
等
の
収
入
が
４
０
０

万
円
以
下
で
確
定
申
告
の
必
要
が

①
印
鑑

②
収
入
金
額
や
経
費
の
分
か
る

次
の
書
類

○
営
業
等
・
農
業
・
不
動
産
の

所
得
が
あ
る
場
合
＝
記
入
済
の

収
支
内
訳
書
や
領
収
書
な
ど

○
給
与
・
年
金
収
入
が
あ
る
場

合
＝
源
泉
徴
収
票
、
支
払
者
の
証

明
書
な
ど

○
各
種
控
除
を
受
け
る
場
合
＝

証
明
書
（
生
命
保
険
料
・
地
震
保

険
料
・
国
民
年
金
保
険
料
・
寄

附
金
な
ど
）
又
は
領
収
書

○
医
療
費
控
除
を
受
け
る
場

合
＝
医
療
費
の
明
細
書
及
び
領

収
書

○
障
害
者
控
除
を
受
け
る
場

合
＝
障
害
者
手
帳
、
又
は
障
害
者

控
除
対
象
者
等
認
定
書

○
寡
婦
（
寡
夫
）
控
除
に
該
当
す

る
方
は
、
相
談
時
に
申
し
出
て
く

だ
さ
い

　
無
収
入
の
方
の
申
告
や
年
末
調

整
済
の
源
泉
徴
収
票
の
写
し
を
添

付
す
る
だ
け
で
申
告
が
完
了
す
る

場
合
は
、
申
告
書
に
必
要
事
項
を

記
入
の
う
え
、
市
民
税
課
（
〒
３

６
５
︲
８
６
０
１
中
央
１
︲
１
）

へ
郵
送
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
は
、

事
前
に
「
医
療
を
受
け
た
人
」「
病

院
・
薬
局
」
ご
と
に
領
収
書
な
ど

を
整
理
・
計
算
し
、
明
細
書
の
作

成
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
平
成
28
年
度
市
・
県
民
税
に
関

す
る
所
得
・
課
税
証
明
書
等
の
発

行
は
、
６
月
上
旬
（
普
通
徴
収
納

税
通
知
書
発
送
後
）
か
ら
で
す
。

手
数
料（
１
通
）／
所
得
証
明
書
・

課
税
証
明
書
・
非
課
税
証
明
書
・

納
税
証
明
書
＝
１
５
０
円
、
所
得

課
税
証
明
書
＝
３
０
０
円

発
行
窓
口
／
市
民
税
課
・
吹
上
支

所
市
民
グ
ル
ー
プ
・
川
里
支
所
地

域
グ
ル
ー
プ
・
市
民
サ
ー
ビ
ス

コ
ー
ナ
ー

取
扱
時
間
／
証
明
書
の
即
日
交
付

は
、
本
庁
舎
の
開
庁
時
間
内
（
平

日
＝
８
時
30
分
～
17
時
15
分
、
土

曜
日
＝
８
時
30
分
～
12
時
）
と
な

り
ま
す
　
※
吹
上
支
所
市
民
グ

ル
ー
プ
、
川
里
支
所
地
域
グ
ル
ー

プ
は
平
日
の
み

郵
送
申
告
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

申
告
に
必
要
な
も
の

待
ち
時
間
短
縮
の
た
め
に

所
得
・
課
税
証
明
書
等

方

※申告が不要となっても、保育所入所・公営住宅入居・介護保険や事業資金等の申請に必要な所得証明書等の各種証明書を要する方、
　また、児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成制度を受ける方、福祉・国民健康保険税関係の軽減措置や高額療養費の給付を受ける
　方は申告が必要です

広報かがやき１
月号8ページの
「確定申告が必
要な方」に該当
しますか？

主たる給与以外
に年金・報酬な
どの所得があり
ましたか？

事業所得などがある方は市・県民税の申告が必要です。
ただし、収入が年金のみの方は社会保険料控除、生命
保険料控除など所得控除があれば市・県民税の申告
をしてください（ただし、昭和26年１月１日以前生まれは
148万円以下、昭和26年１月２日以降生まれは98万円
以下で、被扶養者がいない方は申告が不要です）

１月１日に居住していた
市町村にお問い合わせく
ださい（鴻巣市に市・
県民税の申告をする必
要はありません）

フローチャート

平成28年度 市・県民税の申告判定フローチャート
　このフローチャートは、市・県民税の申告が必要かどうかの簡易な目安です。当てはまらない場合もあ
りますので、ご不明な点は市民税課へお問い合わせください。
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申
告
期
限
は
３
月
₁₅
日
ま
で
！
期
限
内
に
申
告
を

市
・
県
民
税
の
申
告
の
ご
案
内

　
市
・
県
民
税
の
申
告
受
付
日
程
・
会
場
を
左
表
の
と
お
り
ご
案
内
し
ま
す
。
混
雑
緩
和
の
た

め
、
地
区
指
定
日
で
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
平
成
27
年
分
所
得
税
の
確
定
申
告
の
日
程
な
ど
は
、
広
報
か
が
や
き
１
月
号
又
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
／
市
民
税
課
普
通
徴
収
担
当
・
特
別
徴
収
担
当
（
内
線
２
２
５
４
〜
２
２
５
７
）

◆市・県民税の申告受付日程（受付時間＝9時～15時30分）
と　き 申告会場 地　　　区
２月23日㈫ 川 里 生 涯

学習センター
広田、北根、赤城、赤城台

２月24日㈬ 関新田、新井、境、上会下、屈巣
２月25日㈭

吹 上 生 涯
学習センター

吹上、吹上富士見
２月26日㈮ 筑波、吹上本町、南
２月29日㈪ 大芦、下忍
３月１日㈫ 北新宿、新宿、鎌塚
３月２日㈬ 榎戸、荊原、袋、前砂、明用、三町免、小谷

３月４日㈮ 田 間 宮 生 涯
学習センター

大間、北中野、登戸、宮前、糠田、堤町、緑町、
幸町

３月８日㈫ 箕 田 公 民 館 箕田、すみれ野、中井、三ツ木、愛の町、川面、
寺谷、稲荷町、赤見台

３月９日㈬ あたご公民館 原馬室、滝馬室、小松、松原、氷川町
３月11日㈮

ク レ ア
こ う の す

人形、本町、本宮町、雷電、富士見町、栄町

３月14日㈪
鴻巣、上・下生出塚、中央、ひばり野、生出塚、
市ノ縄、八幡田、笠原、郷地、安養寺、常光、
下谷、上谷、西中曽根

３月15日㈫ 加美、宮地、東、天神、神明、逆川

※期間中、市民税課及び支所窓口での受付は行いません。各施設の駐車場は、台数に限り
があるため利用できない場合がありますので、ご了承ください

な
く
次
の
事
項
に
該
当
す
る
方

○
公
的
年
金
等
の
収
入
以
外
の
各

種
所
得
が
あ
る
方

○
「
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収

票
」に
記
載
さ
れ
て
い
る
控
除（
天

引
き
さ
れ
て
い
る
社
会
保
険
料
控

除
や
配
偶
者
控
除
、
扶
養
控
除
、

寡
婦
・
寡
夫
な
ど
）
以
外
の
各
種

控
除
（
医
療
費
、
生
命
保
険
料
、

寄
附
金
（
注
）
な
ど
）
を
受
け
る

方④
原
稿
料
、
報
酬
、
公
的
年
金
以

外
の
年
金
、
保
険
の
満
期
返
戻
金

な
ど
の
雑
所
得
や
一
時
所
得
の
あ

る
方

⑤
無
収
入
の
方
な
ど

（
注
）ふ
る
さ
と
納
税
ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
特
例
制
度
を
さ
れ
る
方
を
除
く

　
前
記
の
①
～
⑤
に
該
当
す
る
方
で

あ
っ
て
も
、
次
の
項
目
に
該
当
す
る

方
は
、
申
告
不
要
と
な
り
ま
す
。

○
公
的
年
金
等
の
収
入
の
み
で
、

昭
和
26
年
１
月
１
日
以
前
生
ま
れ

で
年
金
収
入
が
、
１
４
８
万
円
以

下
の
方
、
又
は
昭
和
26
年
１
月
２

日
以
降
生
ま
れ
で
年
金
収
入
が
98

万
円
以
下
の
、
被
扶
養
者
が
い
な

い
方

○
源
泉
徴
収
票
に
記
載
の
あ
る
控

除
以
外
に
控
除
の
追
加
が
な
く
、

他
に
所
得
が
な
い
方

○
確
定
申
告
書
を
提
出
さ
れ
た
方

○
市
・
県
民
税
の
住
宅
借
入
金
等

特
別
税
額
控
除
の
適
用
（
平
成
18

年
末
ま
で
に
入
居
し
た
方
に
対
す

る
従
来
の
税
源
移
譲
に
伴
う
住
宅

ロ
ー
ン
控
除
の
方
も
含
む
）
が
あ

り
、
所
得
税
の
確
定
申
告
又
は
給

与
収
入
の
方
で
年
末
調
整
を
受
け

た
方

○
市
内
在
住
の
家
族
に
扶
養
さ

れ
、
扶
養
し
て
い
る
方
の
申
告
又

は
年
末
調
整
で
扶
養
親
族
と
し
て

申
告
し
て
あ
る
方

※
申
告
不
要
の
用
件
に
該
当
す
る

場
合
で
あ
っ
て
も
、
保
育
所
入

所
・
公
営
住
宅
入
居
・
介
護
保
険

や
事
業
資
金
な
ど
の
申
請
に
必
要

な
所
得
証
明
書
等
の
各
種
証
明
書

を
要
す
る
方
、
児
童
扶
養
手
当
・

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制

度
を
受
け
る
方
、
福
祉
・
国
民
健

康
保
険
税
関
係
の
軽
減
措
置
や
高

額
療
養
費
の
給
付
を
受
け
る
方
は

申
告
が
必
要
で
す

申
告
書
の
送
付
／
前
年
の
状
況
を

も
と
に
、
市
・
県
民
税
の
申
告
が

必
要
と
認
め
ら
れ
る
方
へ
申
告
書

類
（
市
民
税
課
・
両
支
所
及
び

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
あ
り
ま

す
）
を
１
月
25
日
㈪
に
郵
送
し
て

い
ま
す

対
象
／
平
成
28
年
１
月
１
日
現
在

で
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
平
成
27

年
１
月
１
日
～
12
月
31
日
の
収
入

状
況
が
次
の
①
～
⑤
の
い
ず
れ
か

に
該
当
し
、
所
得
税
の
確
定
申
告

の
必
要
な
い
方

①
営
業
・
農
業
・
不
動
産
の
所
得

の
あ
る
方

②
給
与
所
得
者
で
次
の
事
項
に
該

当
す
る
方

○
勤
務
先
か
ら
市
役
所
に
給
与
支

払
報
告
書
の
提
出
が
な
い
方

○
主
た
る
給
与
所
得
以
外
に
20
万

円
以
下
の
各
種
所
得
が
あ
る
方

○
寡
婦
（
寡
夫
）、
医
療
費
、
寄

附
金
（
注
）
な
ど
の
控
除
を
受
け

る
方

③
公
的
年
金
等
の
収
入
が
４
０
０

万
円
以
下
で
確
定
申
告
の
必
要
が

市
・
県
民
税
の
申
告
が

必
要
な
方

郵
送
申
告
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

申
告
に
必
要
な
も
の

平成28年度

方

※申告が不要となっても、保育所入所・公営住宅入居・介護保険や事業資金等の申請に必要な所得証明書等の各種証明書を要する方、
　また、児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成制度を受ける方、福祉・国民健康保険税関係の軽減措置や高額療養費の給付を受ける
　方は申告が必要です

広報かがやき１
月号8ページの
「確定申告が必
要な方」に該当
しますか？

主たる給与以外
に年金・報酬な
どの所得があり
ましたか？

事業所得などがある方は市・県民税の申告が必要です。
ただし、収入が年金のみの方は社会保険料控除、生命
保険料控除など所得控除があれば市・県民税の申告
をしてください（ただし、昭和26年１月１日以前生まれは
148万円以下、昭和26年１月２日以降生まれは98万円
以下で、被扶養者がいない方は申告が不要です）

１月１日に居住していた
市町村にお問い合わせく
ださい（鴻巣市に市・
県民税の申告をする必
要はありません）

フローチャート

平成28年度 市・県民税の申告判定フローチャート
　このフローチャートは、市・県民税の申告が必要かどうかの簡易な目安です。当てはまらない場合もあ
りますので、ご不明な点は市民税課へお問い合わせください。
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◆市・県民税の申告受付日程（受付時間＝9時～15時30分）
と　き 申告会場 地　　　区
２月23日㈫ 川 里 生 涯

学習センター
広田、北根、赤城、赤城台

２月24日㈬ 関新田、新井、境、上会下、屈巣
２月25日㈭

吹 上 生 涯
学習センター

吹上、吹上富士見
２月26日㈮ 筑波、吹上本町、南
２月29日㈪ 大芦、下忍
３月１日㈫ 北新宿、新宿、鎌塚
３月２日㈬ 榎戸、荊原、袋、前砂、明用、三町免、小谷

３月４日㈮ 田 間 宮 生 涯
学習センター

大間、北中野、登戸、宮前、糠田、堤町、緑町、
幸町

３月８日㈫ 箕 田 公 民 館 箕田、すみれ野、中井、三ツ木、愛の町、川面、
寺谷、稲荷町、赤見台

３月９日㈬ あたご公民館 原馬室、滝馬室、小松、松原、氷川町
３月11日㈮

ク レ ア
こ う の す

人形、本町、本宮町、雷電、富士見町、栄町

３月14日㈪
鴻巣、上・下生出塚、中央、ひばり野、生出塚、
市ノ縄、八幡田、笠原、郷地、安養寺、常光、
下谷、上谷、西中曽根

３月15日㈫ 加美、宮地、東、天神、神明、逆川

※期間中、市民税課及び支所窓口での受付は行いません。各施設の駐車場は、台数に限り
があるため利用できない場合がありますので、ご了承ください

な
く
次
の
事
項
に
該
当
す
る
方

○
公
的
年
金
等
の
収
入
以
外
の
各

種
所
得
が
あ
る
方

○
「
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収

票
」に
記
載
さ
れ
て
い
る
控
除（
天

引
き
さ
れ
て
い
る
社
会
保
険
料
控

除
や
配
偶
者
控
除
、
扶
養
控
除
、

寡
婦
・
寡
夫
な
ど
）
以
外
の
各
種

控
除
（
医
療
費
、
生
命
保
険
料
、

寄
附
金
（
注
）
な
ど
）
を
受
け
る

方④
原
稿
料
、
報
酬
、
公
的
年
金
以

外
の
年
金
、
保
険
の
満
期
返
戻
金

な
ど
の
雑
所
得
や
一
時
所
得
の
あ

る
方

⑤
無
収
入
の
方
な
ど

（
注
）ふ
る
さ
と
納
税
ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
特
例
制
度
を
さ
れ
る
方
を
除
く

　
前
記
の
①
～
⑤
に
該
当
す
る
方
で

あ
っ
て
も
、
次
の
項
目
に
該
当
す
る

方
は
、
申
告
不
要
と
な
り
ま
す
。

○
公
的
年
金
等
の
収
入
の
み
で
、

昭
和
26
年
１
月
１
日
以
前
生
ま
れ

で
年
金
収
入
が
、
１
４
８
万
円
以

下
の
方
、
又
は
昭
和
26
年
１
月
２

日
以
降
生
ま
れ
で
年
金
収
入
が
98

万
円
以
下
の
、
被
扶
養
者
が
い
な

い
方

○
源
泉
徴
収
票
に
記
載
の
あ
る
控

除
以
外
に
控
除
の
追
加
が
な
く
、

他
に
所
得
が
な
い
方

○
確
定
申
告
書
を
提
出
さ
れ
た
方

○
市
・
県
民
税
の
住
宅
借
入
金
等

特
別
税
額
控
除
の
適
用
（
平
成
18

年
末
ま
で
に
入
居
し
た
方
に
対
す

る
従
来
の
税
源
移
譲
に
伴
う
住
宅

ロ
ー
ン
控
除
の
方
も
含
む
）
が
あ

り
、
所
得
税
の
確
定
申
告
又
は
給

与
収
入
の
方
で
年
末
調
整
を
受
け

た
方

○
市
内
在
住
の
家
族
に
扶
養
さ

れ
、
扶
養
し
て
い
る
方
の
申
告
又

は
年
末
調
整
で
扶
養
親
族
と
し
て

申
告
し
て
あ
る
方

※
申
告
不
要
の
用
件
に
該
当
す
る

場
合
で
あ
っ
て
も
、
保
育
所
入

所
・
公
営
住
宅
入
居
・
介
護
保
険

や
事
業
資
金
な
ど
の
申
請
に
必
要

な
所
得
証
明
書
等
の
各
種
証
明
書

を
要
す
る
方
、
児
童
扶
養
手
当
・

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制

度
を
受
け
る
方
、
福
祉
・
国
民
健

康
保
険
税
関
係
の
軽
減
措
置
や
高

額
療
養
費
の
給
付
を
受
け
る
方
は

申
告
が
必
要
で
す

申
告
書
の
送
付
／
前
年
の
状
況
を

も
と
に
、
市
・
県
民
税
の
申
告
が

必
要
と
認
め
ら
れ
る
方
へ
申
告
書

類
（
市
民
税
課
・
両
支
所
及
び

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
あ
り
ま

す
）
を
１
月
25
日
㈪
に
郵
送
し
て

い
ま
す

対
象
／
平
成
28
年
１
月
１
日
現
在

で
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
平
成
27

年
１
月
１
日
～
12
月
31
日
の
収
入

状
況
が
次
の
①
～
⑤
の
い
ず
れ
か

に
該
当
し
、
所
得
税
の
確
定
申
告

の
必
要
な
い
方

①
営
業
・
農
業
・
不
動
産
の
所
得

の
あ
る
方

②
給
与
所
得
者
で
次
の
事
項
に
該

当
す
る
方

○
勤
務
先
か
ら
市
役
所
に
給
与
支

払
報
告
書
の
提
出
が
な
い
方

○
主
た
る
給
与
所
得
以
外
に
20
万

円
以
下
の
各
種
所
得
が
あ
る
方

○
寡
婦
（
寡
夫
）、
医
療
費
、
寄

附
金
（
注
）
な
ど
の
控
除
を
受
け

る
方

③
公
的
年
金
等
の
収
入
が
４
０
０

万
円
以
下
で
確
定
申
告
の
必
要
が

①
印
鑑

②
収
入
金
額
や
経
費
の
分
か
る

次
の
書
類

○
営
業
等
・
農
業
・
不
動
産
の

所
得
が
あ
る
場
合
＝
記
入
済
の

収
支
内
訳
書
や
領
収
書
な
ど

○
給
与
・
年
金
収
入
が
あ
る
場

合
＝
源
泉
徴
収
票
、
支
払
者
の
証

明
書
な
ど

○
各
種
控
除
を
受
け
る
場
合
＝

証
明
書
（
生
命
保
険
料
・
地
震
保

険
料
・
国
民
年
金
保
険
料
・
寄

附
金
な
ど
）
又
は
領
収
書

○
医
療
費
控
除
を
受
け
る
場

合
＝
医
療
費
の
明
細
書
及
び
領

収
書

○
障
害
者
控
除
を
受
け
る
場

合
＝
障
害
者
手
帳
、
又
は
障
害
者

控
除
対
象
者
等
認
定
書

○
寡
婦
（
寡
夫
）
控
除
に
該
当
す

る
方
は
、
相
談
時
に
申
し
出
て
く

だ
さ
い

　
無
収
入
の
方
の
申
告
や
年
末
調

整
済
の
源
泉
徴
収
票
の
写
し
を
添

付
す
る
だ
け
で
申
告
が
完
了
す
る

場
合
は
、
申
告
書
に
必
要
事
項
を

記
入
の
う
え
、
市
民
税
課
（
〒
３

６
５
︲
８
６
０
１
中
央
１
︲
１
）

へ
郵
送
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
は
、

事
前
に
「
医
療
を
受
け
た
人
」「
病

院
・
薬
局
」
ご
と
に
領
収
書
な
ど

を
整
理
・
計
算
し
、
明
細
書
の
作

成
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
平
成
28
年
度
市
・
県
民
税
に
関

す
る
所
得
・
課
税
証
明
書
等
の
発

行
は
、
６
月
上
旬
（
普
通
徴
収
納

税
通
知
書
発
送
後
）
か
ら
で
す
。

手
数
料（
１
通
）／
所
得
証
明
書
・

課
税
証
明
書
・
非
課
税
証
明
書
・

納
税
証
明
書
＝
１
５
０
円
、
所
得

課
税
証
明
書
＝
３
０
０
円

発
行
窓
口
／
市
民
税
課
・
吹
上
支

所
市
民
グ
ル
ー
プ
・
川
里
支
所
地

域
グ
ル
ー
プ
・
市
民
サ
ー
ビ
ス

コ
ー
ナ
ー

取
扱
時
間
／
証
明
書
の
即
日
交
付

は
、
本
庁
舎
の
開
庁
時
間
内
（
平

日
＝
８
時
30
分
～
17
時
15
分
、
土

曜
日
＝
８
時
30
分
～
12
時
）
と
な

り
ま
す
　
※
吹
上
支
所
市
民
グ

ル
ー
プ
、
川
里
支
所
地
域
グ
ル
ー

プ
は
平
日
の
み

郵
送
申
告
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

申
告
に
必
要
な
も
の

待
ち
時
間
短
縮
の
た
め
に

所
得
・
課
税
証
明
書
等

方

※申告が不要となっても、保育所入所・公営住宅入居・介護保険や事業資金等の申請に必要な所得証明書等の各種証明書を要する方、
　また、児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成制度を受ける方、福祉・国民健康保険税関係の軽減措置や高額療養費の給付を受ける
　方は申告が必要です

広報かがやき１
月号8ページの
「確定申告が必
要な方」に該当
しますか？

主たる給与以外
に年金・報酬な
どの所得があり
ましたか？

事業所得などがある方は市・県民税の申告が必要です。
ただし、収入が年金のみの方は社会保険料控除、生命
保険料控除など所得控除があれば市・県民税の申告
をしてください（ただし、昭和26年１月１日以前生まれは
148万円以下、昭和26年１月２日以降生まれは98万円
以下で、被扶養者がいない方は申告が不要です）

１月１日に居住していた
市町村にお問い合わせく
ださい（鴻巣市に市・
県民税の申告をする必
要はありません）

フローチャート

平成28年度 市・県民税の申告判定フローチャート
　このフローチャートは、市・県民税の申告が必要かどうかの簡易な目安です。当てはまらない場合もあ
りますので、ご不明な点は市民税課へお問い合わせください。
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知っていますか？障害者差別解消法
　障がいのある方とない方が分け隔てられることなく、全ての国民がお互いに人格と個性を尊重し合って共
に暮らせる社会を実現するために、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別解消法）
が平成28年４月１日に施行されます。今月号では、差別解消のための取り組み義務についてお知らせします。
問い合わせ／福祉課障がい福祉担当（内線2617）
Ｑ　この法律で禁止されている差別の分野は？
Ａ　日常生活及び社会生活全般に係る分野が広く対
象となります。ただし、雇用分野における差別につい
ては、障害者雇用促進法の定めるところによります。
Ｑ　この法律で守らなければならないことは？
Ａ　国の行政機関や地方公共団体では不当な差別的
取扱いが禁止され、障がいのある方への合理的配慮
が義務づけられます。なお民間事業者についても、
不当な差別的取扱いは禁止されます。
Ｑ　民間事業者とは？
Ａ　目的の営利・非営利、個人・法人の別を問いま
せん。一般的な企業やお店だけでなく、例えば個人
事業者や対価を得ない無報酬の事業、非営利事業を
行う社会福祉法人や特定非営利活動法人も対象とな
ります。

Ｑ　民間事業者などが合理的配慮の努力義務を守ら
ない場合は？
Ａ　同じ民間事業者などが、繰り返し障がいのある
方の権利や利益の侵害になるような差別をして、自
主的な改善も期待できない時は、その事業分野の主
務大臣が報告を求めたり、行政措置（助言、指導、
勧告）を行ったりします。
Ｑ　個人には法的義務や責任はないの？
Ａ　この法律は、国の行政機関や地方公共団体、民
間事業者などを対象とした法律で、一般の人が個人
的な関係で障がいのある方と接するような場合や、
個人の思想や言論は対象としていません。しかし、
全ての人が障がいのある方への理解を深めることは、
共生社会をつくるうえで、非常に大切なことです。

Vol.3

 
 65
歳
以
上
で
公
的
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
へ

市
・
県
民
税（
住
民
税
）

公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
制
度

 
65
歳
以
上
で
公
的
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
の
市
・
県
民
税

（
所
得
割
額
と
均
等
割
額
）
は
、
年
金
か
ら
天
引
き
す
る
特
別
徴
収

制
度
が
適
用
さ
れ
ま
す
。特
別
徴
収
へ
の
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
／
市
民
税
課
特
別
徴
収
担
当
・
普
通
徴
収
担
当
（
内
線

２
２
５
４
〜
２
２
５
７
）

■
前
年
度
よ
り
継
続
し
て
特
別
徴

収
さ
れ
て
い
る
方

　
平
成
27
年
10
月
か
ら
特
別
徴
収

が
継
続
し
て
い
る
方
は
、
平
成
28

年
４
月
・
６
月
・
８
月
の
年
金
支

給
時
に
平
成
28
年
２
月
に
特
別
徴

収
し
た
税
額
と
同
じ
額
を
仮
特
別

徴
収
し
ま
す
。

◆平成28年度から特別徴収の対象となる方の徴収方法
普通徴収 特別徴収（天引き）

６月 ８月 10月 12月 ２月

税
額

年税額の
1/4 同左 年税額の

1/6 同左 同左

※年度前半において年税額の1/4ずつを６月･８月に普通徴収、年度後半に
おいて年税額から普通徴収した額を差し引き、10月・12月・２月における
老齢基礎年金等の支給月ごとに特別徴収します

※４月・６月・８月においては平成28年の２月に徴収した額と同じ額を、10月・12月・２月において
は年税額から当該年度の４月・６月・８月で仮徴収した額を差し引いた額の1/3ずつを、老齢基礎年
金等の支払いごとに特別徴収します
※年間の年金特別徴収税額の平準化を図るため、平成29年４月以降実施される仮徴収税額の総額（４
月・６月・８月の徴収分）は「前年度の公的年金等にかかる税額の２分の１に相当する額」となります

特別徴収（天引き）
仮徴収 本徴収

４月 ６月 ８月 10月 12月 ２月

税
額
平成28年２月
に徴収した額
と同額

同左 同左
年税額から仮
徴収した額を
差し引いた額
の1/3

同左 同左

■
平
成
28
年
度
か
ら
特
別
徴
収
の

対
象
と
な
る
方

　
平
成
28
年
４
月
１
日
に
お
い

て
、
老
齢
基
礎
年
金
等
の
支
払
い

を
受
け
て
い
る
65
歳
（
昭
和
25
年

４
月
２
日
〜
昭
和
26
年
４
月
１
日

生
ま
れ
）
の
方
、
及
び
特
別
徴
収

の
開
始
後
に
税
額
変
更
・
転
出
・

年
金
の
支
給
停
止
な
ど
で
公
的
年

金
か
ら
の
特
別
徴
収
が
中
止
に

な
っ
た
方
で
、
公
的
年
金
等
所
得

に
係
る
市
・
県
民
税
の
納
税
義
務

の
あ
る
方
は
、
10
月
支
給
分
の
年

金
か
ら
特
別
徴
収
に
な
り
ま
す
。

　
平
成
28
年
度
の
市
・
県
民
税
の

税
額
の
う
ち
半
分
は
、
従
来
ど
お

り
納
付
書
や
口
座
振
替
で
の
納
付

と
な
り
ま
す
。

※
介
護
保
険
料
が
年
金
か
ら
天
引

き
さ
れ
て
い
な
い
方
や
、
天
引
き

さ
れ
る
市
・
県
民
税
の
税
額
が
老

齢
基
礎
年
金
等
の
額
を
超
え
る
方

は
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
り
ま
せ

ん

◆前年度より継続して特別徴収されている方の徴収方法
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４
月
９
・
10
日
（
土
・
日
）
の
９
時
〜
15
時
に
開
催
の
花
の
オ
ア
シ
ス
フ
ェ
ア｢

チ
ュ
ー

リ
ッ
プ
ま
つ
り
」に
お
い
て
、
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
出
店
者
を
募
集
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
／
花
の
オ
ア
シ
ス
推
進
運
営
協
議
会
事
務
局
（
観
光
戦
略
課
内
・
☎
５
０

１-

６
８
６
０
）

出
店
会
場
／
花
の
オ
ア
シ
ス
隣
の
市
民
農

園
交
流
広
場
（
寺
谷
７
３
６
）

募
集
区
画
／
各
日
15
区
画
（
１
区
画
４

ｍ
×
３
ｍ
、
１
出
店
者
で
複
数
区
画
及
び

２
日
間
申
込
み
可
）

対
象
／
個
人
又
は
団
体
（
事
業
者
不
可
）

出
店
料
／
１
区
画
１
日
１
，０
０
０
円

出
品
物
／
飲
食
物
、
動
物
、
医
薬
品
、
危

険
物
及
び
法
令
で
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
物

申
込
み
／
２
月
22
日
㈪
〜
３
月
11
日
㈮
の

平
日
８
時
30
分
〜
17
時
15
分
に
、
観
光
戦

略
課
に
備
え
の
出
店
申
込
書
及
び
誓
約
書

（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
あ
り
ま
す
）
に

必
要
事
項
を
記
入
及
び
押
印
し
、
顔
写
真

付
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
等
）
の

写
し
を
添
え
て
持
参
又
は
郵
送
で
観
光
戦

略
課
（
〒
３
６
５-

０
０
０
４
関
新
田
１

２
８
１-

１
川
里
ふ
る
さ
と
館
内
）

※
出
店
者
は
選
考
に
よ
り
決
定
（
後
日
選

考
結
果
を
通
知
）

満開に咲いたチューリップ

昨年のフリーマーケット

　
３
月
５
日
㈯
に
毎
年
恒
例
の
パ
ン
ジ
ー
マ
ラ
ソ
ン

を
開
催
し
ま
す
。
市
内
外
よ
り
多
く
の
ラ
ン
ナ
ー
が
参

加
し
ま
す
の
で
、
沿
道
か
ら
の
応
援
を
お
願
い
し
ま

す
。
な
お
、
コ
ー
ス
に
つ
い
て
は
一
部
変
更
と
な
っ
て

い
ま
す
の
で
、
コ
ー
ス
略
図
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
当
日

は
９
時
〜
12
時
の
間
、
交
通
規
制
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
「
フ
ラ
ワ
ー
号
」
も
、

午
前
中
の
笠
原
コ
ー
ス
、
川
里
循
環
コ
ー
ス
に
遅
延
が

生
じ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
／
鴻
巣
パ
ン
ジ
ー
マ
ラ
ソ
ン
実
行
委
員

会
事
務
局
（
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
内
・
内
線
２
６
６
７
）

コース 略 図

みずほ斎場

保育園

鴻
巣
駅

ふるさと館

川里中央公園

産婦人科医院

鴻巣駅入口 鴻巣警察署前

郷地橋
中央小学校

安養寺

屈巣

熊谷
バイ
パス

1kmコース
1.5kmコース
5kmコース
ハーフコース

1km・1.5km
・5km・ハーフ
スタート・ゴール

1

1.5

ホームセンター

かわさと館
（川里支所）

（10㎞ 80分）（10㎞ 80分）
フラワーセンター
パンジーハウス

給水

第1関門・給水

（20㎞）（20㎞）

（14㎞）（14㎞）給水

ショッピング
センター

（5.8㎞）（5.8㎞）給水
（15.3㎞ 115分）（15.3㎞ 115分）第2関門

介護老人保健施設

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
出
店
者
募
集

花
の
オ
ア
シ
ス
フ
ェ
ア「
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
ま
つ
り
」

第34回
鴻
巣
パ
ン
ジ
ー
マ
ラ
ソ
ン
を
開
催

鴻
巣
市
合
併
10
周
年
記
念
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